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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動発生源と前記振動発生源の一方側の端部に接続され前記振動発生源の振動を伝達す
る振動伝達部とを内蔵し、前記振動発生源及び前記振動伝達部を覆う筒状部分を有するグ
リップ部が設けられたハンドピース本体と、
　前記ハンドピース本体の先端において前記振動伝達部に取付けられ、前記振動発生源か
らの振動が前記振動伝達部を介して伝達される切削用チップと、
　前記ハンドピース本体の前記グリップ部の端部に着脱可能に取付けられ、前記振動発生
源の振動が伝達されない状態で当該切削用チップを覆う筒状のカバー体と、を備え、
　前記グリップ部は、長手方向で直線状の第一部分と、前記第一部分の先端側から前記第
一部分の延出方向と交差する方向に延設される第二部分と、を有し、
　前記振動伝達部は、前記グリップ部に沿うように設けられ、
　前記カバー体は、前記グリップ部の前記第二部分の延出方向に沿うように当該第二部分
に取付けられ、
　前記切削用チップは、前記振動伝達部の先端に基端側が取付けられるチップベースと、
前記チップベースの先端側に取付けられ前記チップベースの延出方向と交差する方向に延
出するチップ本体と、を有している歯科用ハンドピース。
【請求項２】
　前記チップ本体は、前記チップベースに対して着脱可能であり、且つ前記チップ本体の
うち前記カバー体から外部に露出している作用面が前記グリップ部の前記第一部分の軸芯
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の延長線上に位置するように構成されている請求項１に記載の歯科用ハンドピース。
【請求項３】
　前記カバー体は、前記振動伝達部及び前記切削用チップから空間により離間した状態で
当該切削用チップを覆う請求項１又は２に記載の歯科用ハンドピース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、振動式の歯科用ハンドピースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科診療において、歯牙を切削または穿孔、歯石除去、歯面研磨等、歯面（歯間含む）
清掃等を行うために、ハンドピースが広く使用されている。ハンドピースには、例えば特
許文献１に示されるように、エアタービンまたはエアモータを備えた回転式ハンドピース
と、振動発生源を備えた振動式ハンドピースとが存在する。回転式ハンドピースは、切削
力が高い反面、回転に伴い、患者の歯面や歯肉に与える負荷も大きく、患者に疼痛を与え
ることが多い。一方、振動式ハンドピース（例えば特許文献１）は、回転式ハンドピース
に比べて歯面形成時において歯茎等患部に対する非侵襲性に優れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３５１０８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、振動式ハンドピースは、回転式ハンドピースに比べて切削力が劣る。ま
た、施術時に振動式ハンドピースの切削チップが振動するため、チップの先端を施術箇所
に安定して保持することが難しい。そのため、振動式ハンドピースによる施術中において
、切削力の不足を解消して患部への摩擦力を増大させると共に施術箇所に安定して保持す
ることを目的として、術者が切削チップ周辺を直接指で押さえて切削を行うことがある。
ただし、振動式ハンドピースでは切削用チップが釣針形状等であり、術者が指で押さえ付
ける部分は狭小である。このため、切削用チップを十分に押さえ付けることができず、振
動式ハンドピースの切削力を高めることができない。また、振動式ハンドピースでは、切
削用チップの端部全体が振動するため、当該部位に指が触れることで切削用チップの振動
に影響が及ぼされる虞がある。すなわち、術者が指で振動する端部を直接押さえることで
術者の指に振動が伝わって術者が不快に感じると共に、術者の指が振動を吸収して切削力
が低下する虞もある。
【０００５】
　上記実情に鑑み、切削用チップの切削力を安定且つ安全に高めることができる歯科用ハ
ンドピースが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る歯科用ハンドピースの特徴構成は、振動発生源と前記振動発生源の一方側
の端部に接続され前記振動発生源の振動を伝達する振動伝達部とを内蔵し、前記振動発生
源及び前記振動伝達部を覆う筒状部分を有するグリップ部が設けられたハンドピース本体
と、前記ハンドピース本体の先端において前記振動伝達部に取付けられ、前記振動発生源
からの振動が前記振動伝達部を介して伝達される切削用チップと、前記ハンドピース本体
の前記グリップ部の端部に着脱可能に取付けられ、前記振動発生源の振動が伝達されない
状態で当該切削用チップを覆う筒状のカバー体と、を備え、前記グリップ部は、長手方向
で直線状の第一部分と、前記第一部分の先端側から前記第一部分の延出方向と交差する方
向に延設される第二部分と、を有し、前記振動伝達部は、前記グリップ部に沿うように設
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けられ、前記カバー体は、前記グリップ部の前記第二部分の延出方向に沿うように当該第
二部分に取付けられ、前記切削用チップは、前記振動伝達部の先端に基端側が取付けられ
るチップベースと、前記チップベースの先端側に取付けられ前記チップベースの延出方向
と交差する方向に延出するチップ本体と、を有している点にある。
【０００７】
　本構成によれば、歯科用ハンドピースにおいて、切削用チップを覆うカバー体が備えら
れている。これにより、術者はカバー体に指を接触させた状態で歯科用ハンドピースを操
作することができるので、切削用チップの切削力を容易に高めることができる。また、切
削用チップを覆うカバー体は振動発生源の振動が伝達されない状態でハンドピース本体に
取付けられるため、術者の指がカバー体に接触しても、術者の指に振動発生源の振動は伝
達されない。したがって、術者は切削用チップの振動の影響を受けることなく快適に歯科
用ハンドピースを操作することができる。
　さらに、カバー体はハンドピース本体に着脱可能に取付けられるので、必要に応じて行
われる切削用チップの交換作業を容易に行うことができる。
【０００８】
　他の特徴構成は、前記チップ本体は、前記チップベースに対して着脱可能であり、且つ
前記チップ本体のうち前記カバー体から外部に露出している作用面が前記グリップ部の前
記第一部分の軸芯の延長線上に位置するように構成されている点にある。
【０００９】
　他の特徴構成は、前記カバー体は、前記振動伝達部及び前記切削用チップから空間によ
り離間した状態で当該切削用チップを覆う点にある。
【００１０】
 
【００１１】
 
【００１２】
 
【００１３】
 
【００１４】
 
【００１５】
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１実施形態の歯科用ハンドピースの把持状態を表す斜視図である。
【図２】歯科用ハンドピースの側断面図である。
【図３】ハンドピース本体からカバー体を離脱させる動作を示す側断面図である。
【図４】カバー体の斜視図である。
【図５】歯科用ハンドピースの分解斜視図である。
【図６】歯科用ハンドピースの使用状態を示す図である。
【図７】歯科用ハンドピースの使用状態を示す図である。
【図８】第２実施形態の歯科用ハンドピースの側断面図である。
【図９】別形態のカバー体を示す斜視図である。
【図１０】別形態のカバー体を示す斜視図である。
【図１１】別形態のカバー体を示す斜視図である。
【図１２】別形態の歯科用ハンドピースを示す側断面図である。
【図１３】別形態の歯科用ハンドピースを示す側断面図である。
【図１４】別形態の歯科用ハンドピースの要部断面図である。
【図１５】別形態のカバー体を示す斜視図である。
【図１６】ハンドピース本体の変形例を示す斜視図である。
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【図１７】図１６に示すハンドピース本体の要部断面図である。
【図１８】ハンドピース本体の変形例を示す斜視図である。
【図１９】図１８に示すハンドピース本体の要部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　図１～図５に示すように、歯科用ハンドピース１００は、ハンドピース本体１と、切削
用チップ２と、切削用チップ２を覆うカバー体３と、を備える。ハンドピース本体１は術
者が把持するためのグリップ部を含む。ハンドピース本体１には切削用チップ２を振動さ
せるためのエア若しくは超音波を発生させる振動発生源１０が内蔵されている。ハンドピ
ース本体１の基端部には、振動発生源１０にエアを供給するための管路或いは電気ケーブ
ル、さらには必要によって注水用管路（いずれも不図示）を束ねて収容したフレキシブル
ホース等が接続されている。振動発生源１０に振動伝達部１１が接続される。振動伝達部
１１の端部には切削用チップ２との接続用の雄ねじ部１２が設けられている。
【００１９】
　切削用チップ２は、チップベース２１（基部の一例）と、チップ本体２２（端部の一例
）とを備えている。ハンドピース本体１の先端には、チップベース２１が取付けられてい
る。チップベース２１は、基端側の雌ねじ部２３と先端側の固定部２４とを含み、雌ねじ
部２３がハンドピース本体１の先端の雄ねじ部１２に螺着固定される。チップ本体２２は
、固定部２４に着脱可能に取付けられている。チップベース２１は、チップベース２１自
体を洗浄する場合、損傷により取り替える場合、その他メンテナンス上必要とする場合等
において、雌ねじ部２３を緩めることによりハンドピース本体１から分離することができ
る。
【００２０】
　図１に示すように、ハンドピース本体１に切削用チップ２を取付けた状態で、振動発生
源１０を起動させると、振動発生源１０で発生した振動はチップベース２１を経てチップ
本体２２に伝達される。その後、チップ本体２２の作用面を切削対象の歯面に接触させる
ことで、作用面の接触と振動作用により歯面の切削が行われる。
【００２１】
　カバー体３は、ハンドピース本体１に着脱可能に取付けられ、振動発生源１０の振動が
伝達されない状態で切削用チップ２を覆う。図２及び図３に示すように、ハンドピース本
体１の端部には係合爪部１ａが設けられ、カバー体３の第１カバー部３１の内面には係合
爪部１ａに係合可能な係合凹部３１ａが設けられている。係合凹部３１ａに対して係合爪
部１ａを係合離脱させることで、ハンドピース本体１に対してカバー体３を着脱すること
ができる。図３に示すように、係合凹部３１ａに対する係合爪部１ａの係合離脱は、指等
によって係合爪部１ａを操作することで行われる。ハンドピース本体１に対してカバー体
３を着脱可能にする構成は、係合爪部１ａ及び係合凹部３１ａに限定されず、他の構成で
あってもよい。
【００２２】
　カバー体３は、振動発生源１０、振動伝達部１１、及び、切削用チップ２から離間した
状態で、ハンドピース本体１に取付けられる。カバー体３は、第１カバー部３１と第２カ
バー部３２とを有する。第１カバー部３１は、チップベース２１のうち固定部２４とチッ
プ本体２２を除く部位を覆っており、第２カバー部３２は第１カバー部３１に連続形成さ
れてチップベース２１の固定部２４及びチップ本体２２を覆っている。すなわち、第１カ
バー部３１が切削用チップ２の基部を覆い、第２カバー部３２が切削用チップ２の端部を
覆う。第２カバー部３２は、切削用チップ２のうち少なくともハンドピース本体１から最
も遠い側方部位を覆うよう前側カバー部３７が形成されている。
【００２３】
　これにより、術者はカバー体３の第２カバー部３２に指を接触させた状態で歯科用ハン
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ドピース１００を操作することができるので、切削用チップ２の切削力を容易に高めるこ
とができると共に施術箇所に切削チップの先端を安定して保持することができる。また、
切削用チップ２を覆うカバー体３は振動発生源１０の振動が伝達されない状態でハンドピ
ース本体１に取付けられているため、術者の指がカバー体３に接触しても、術者の指に振
動発生源１０の振動は伝達されず、切削力が低下することもない。したがって、術者は切
削用チップ２の振動の影響を受けることなく快適に歯科用ハンドピース１００を操作する
ことができる。
【００２４】
　図４及び図５に示すように、第２カバー部３２は、上面部３３と前側カバー部３７を含
む側面部３４とを有し、側面部３４が円筒状に形成されている。第２カバー部３２には、
上面部３３と側面部３４との間に上面部３３に向けて先細りの傾斜部３５が形成されてい
る。第２カバー部３２において、側面部３４の前側カバー部３７に縦方向の第１切欠き部
３４ａが形成され、開口端３６に開口部３６ａが形成され、第２カバー部３２の下部３８
にハンドピース本体１に向かう第２切欠き部３８ａが形成されている（図２参照）。図２
及び図４に示すように、第１切欠き部３４ａ及び第２切欠き部３８ａは、チップ本体２２
が挿通する開口部３６ａを介して繋がっている。また、第１切欠き部３４ａ、開口部３６
ａ、及び、第２切欠き部３８ａは、同じ幅で連続しておりチップ本体２２の最大径部分が
進入可能な幅を有する１つの長穴によって形成されている。このように、長穴（第１切欠
き部３４ａ、開口部３６ａ、及び、第２切欠き部３８ａ）は切削用チップ２の端部である
チップ本体２２が進入可能な形状に形成されている。これにより、ハンドピース本体１か
らカバー体３を取り外す際、又はカバー体３をハンドピース本体１に取り付ける際に、第
２カバー部３２の長穴（第１切欠き部３４ａ、開口部３６ａ、及び、第２切欠き部３８ａ
）によってチップ本体２２とカバー体３との接触を回避することができる。その結果、ハ
ンドピース本体１に対するカバー体３の着脱が容易となる。
【００２５】
　第２カバー部３２において、上面部３３、側面部３４、及び傾斜部３５は、術者の指が
載置可能に形成されている。すなわち、上面部３３、側面部３４、及び傾斜部３５は、指
載置部４０として用いることができる（図５参照）。第２カバー部３２に術者の指が載置
可能な指載置部４０を備えることで、術者は第２カバー部３２をより安定的に保持するこ
とができる。これにより、術者が指によって第２カバー部３２を押さえ付け易くなるため
、切削用チップ２の切削力を向上させ易くなると共に施術箇所に正確に切削チップの先端
を位置させ続けることができる。
【００２６】
　また、カバー体３において、第２カバー部３２は、上面部３３、側面部３４、及び傾斜
部３５によって、切削用チップ２の先端側とは反対の側が第１カバー部３１に対して隆起
して形成されている。このため、第２カバー部３２と切削用チップ２との間にクリアラン
スを形成し易くなる。これにより、第２カバー部３２において切削用チップ２の端部であ
るチップ本体２２及び固定部２４の収容が容易になると共に、切削用チップ２の振動が第
２カバー部３２に伝達されない。
【００２７】
　図６及び図７は、第２カバー部３２に術者の指が載置された状態の例を示す。図６では
、術者の指の先端部が指載置部に相当する傾斜部３５に載置されている。図７では、術者
の指の腹が指載置部に相当する側面部３４に載置されている。
【００２８】
〔切削用チップの変形例〕
　図８は、ハンドピース本体１に釣針形状の切削用チップ２６が直接取付けられている状
態を表している。切削用チップ２は、基部に雌ねじ部２７を備える。カバー体３は、上記
の第１実施形態と同形状である。このように、異なる形状の切削用チップ２、２６に対し
同形状のカバー体３を用いることができ、歯科用ハンドピース１００の部品点数を少なく
することができる。
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【００２９】
〔指載置部の変形例〕
　図９に示すように、指載置部４０は、第２カバー部３２を角柱状に形成し、その側面部
３４によって構成してもよい。この場合は、指載置部４０を２つの指によって挟み付けて
保持することが容易になる。図１０に示すように、指載置部４０は第２カバー部３２の上
面部３３と側面部３４とが交差する箇所に凹部３９を設けて構成してもよい。凹部３９は
指との接触面積が広く確保されるよう指表面の形に合った曲面状の窪みに形成されると好
適である。このような凹部３９に術者の指が載置されることで、チップ本体２２の作用部
位をより安定的に位置保持することができる。
【００３０】
〔別実施形態〕
（１）上記の実施形態では、異なる形状の切削用チップ２、２６に対し同形状のカバー体
３を用いる例を示したが、歯科用ハンドピース１００は、異なる形状の切削用チップ２６
に対して異なる形状のカバー体３を用いる構成であってもよい。
【００３１】
（２）上記の実施形態では、カバー体３において、第２カバー部３２は切削用チップ２の
先端側とは反対の側が隆起して形成されている例を示したが、図１１に示すように、カバ
ー体３は、第１カバー部３１の上部と第２カバー部３２の上部とが面一で形成されていて
もよい。
【００３２】
（３）上記の実施形態では、第２カバー部３２が、開口端３６において開口部３６ａを挟
んで前側カバー部３７に第１切欠き部３４ａを有するともに下部３８に第２切欠き部３８
ａを有する例を示したが、第１切欠き部３４ａ及び第２切欠き部３８ａのうちいずれか一
方のみを設ける構成でもよい。また、第２カバー部３２の開口部３６ａが切削用チップ２
の端部に接触しない形状であれば、切欠き部３４ａ，３８ａを有さずに開口部３６ａのみ
で第２カバー部３２を構成してもよい。
【００３３】
（４）上記の実施形態では、ハンドピース本体１が長手方向の中間に緩やかな角度を有す
る形状の例を示したが、図１２に示すように、ストレート形状のハンドピース本体１であ
ってもよい。この場合は、ハンドピース本体１の軸芯方向に対して切削用チップ２とカバ
ー体３とが斜め上方に向くように取付けられる。
【００３４】
（５）上記の実施形態では、カバー体３の第１カバー部３１が、切削用チップ２のチップ
ベース２１の全体をほぼ全周に亘って覆う例を示したが、第１カバー部３１の形状は特に
限定されない。図１３に示すように、第１カバー部３１は、例えば、下部３８の一部が切
除されて開口部分３８ｂが形成されていてもよい。本実施形態において、開口部分３８ｂ
は、第１切欠き部３４ａ、開口部３６ａ及び第２切欠き部３８ａの短手方向の幅よりも大
きく切り欠かれている。これにより、切削用チップ２のチップベース２１の下方側は大部
分が開口部分３８ｂにより露出している。図１３に示すカバー体３では、第２カバー部３
２の前側から第１カバー部３１に亘って開口部分３８ｂが形成されている。開口部分３８
ｂは、図４及び図７に示される開口部３６ａ及び第２切欠き部３８ａと同じ短手方向幅の
長穴状に形成されていてもよい。
【００３５】
（６）図１４に示すように、第２カバー部３２と切削用チップ２の固定部２４との間に弾
性体５０を設けてもよい。弾性体５０はゴムやスプリング等によって構成される。弾性体
５０が介在されることで、切削用チップ２の振動が第２カバー部３２に伝達されるのを抑
制しつつ、術者の指によりチップ本体２２を患部に容易に押し付けることができる。これ
により、切削用チップ２の切削力を高めることができる。
【００３６】
（７）図１５に示すように、カバー体３は長手方向の左右両側に分割可能な２つのカバー
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体３ａ，３ｂによって構成してもよい。カバー体３を分割可能に構成することで、カバー
体３には、切削用チップ２の端部が進入可能な切欠き部は不要になる。
【００３７】
（８）図１６～図１９は、ハンドピース本体１の別形態を示す。図１６及び図１７に示さ
れるハンドピース本体１は、断面が逆三角形状に形成され、ハンドピース本体１の上面に
親指と人差し指とで挟持可能な突起部１３を有する。図１８及び図１９に示されるハンド
ピース本体１は、上面に術者の人差し指を載置可能な凹み部１４を有する。このように、
ハンドピース本体１を構成することで、ハンドピース本体１の把持力を高めることができ
る。その結果、歯科用ハンドピース１００の操作性が向上する。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明は、各種形状の切削用チップを有する歯科用ハンドピースに広く利用することが
できる。
【符号の説明】
【００３９】
１　　　：ハンドピース本体
２，２６　：切削用チップ
３　　　：カバー体
１０　　：振動発生源
１１　　：振動伝達部
２１　　：チップベース
２２　　：チップ本体
３１　　：第１カバー部
３２　　：第２カバー部
３３　　：上面部（指載置部）
３４　　：側面部（指載置部）
３４ａ，３８ａ　：切欠き部
３５　　：傾斜部（指載置部）
３６　　：開口端
３７　　：前側カバー部
３９　　：凹部（指載置部）
４０　　：指載置部
５０　　：弾性体
１００　：歯科用ハンドピース
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